
野菜・花き・果樹・茶生産者等が活用できる支援（１／６）

支援分野 支援の内容 支援対象等 担当及び問合せ先等

経営の継続に向け
た取組を支援

【経営継続補助金】
※申請の受付は終了しました

農林漁業者が行う、
（１）農協、森林組合、漁協等「支援機
関」による計画作成・申請から実施まで
の伴走支援を受けた、①～③のいずれか
を含む経営の継続に向けた取組を支援
① 国内外の販路の回復・開拓
② 事業の継続・回復のための生産・

販売方式の確立・転換
③ 円滑な合意形成の促進等
※補助対象経費の1/6以上を業種別ガイドライン

等に則した「接触機会を減らす生産・販売へ
の転換」又は「感染時の業務継続体制の構
築」に充てる必要。

（２）事業活動別本格化のための業種別
ガイドライン等に則した感染防止対策

支援対象：
農林漁業者（個人及び法人）※常時
従業員数が20人以下のもの
補助率：
（１）3/4（補助上限額は100万円
（共同申請の場合は、1,000万
円））
（２）定額（（１）の補助額が上限。
ただし50万円まで（共同申請の場合
は、500万円まで））

経営局経営政策課
TEL：03-6744-0576

事業者毎の支援策

もっと知りたい 紹 介 動 画

https://www.maff.go.jp/j/keiei/keizoku.html
https://www.youtube.com/watch?v=eG9ZtjJ8rmk


野菜・花き・果樹・茶生産者等が活用できる支援（２／６）

支援分野 支援の内容 支援対象等 担当及び問合せ先等

次期作に前向きに
取り組む高収益作
物生産者への支援

【高収益作物次期作支援交付金】※１
①次期作に前向きに取り組む、高収益作
物の生産者に対し種苗等の資材購入や機
械レンタル等を各生産者の減収額を超え
ない範囲で支援

＊運用見直しに伴う追加措置
本交付金の10月の運用見直しにより、

交付予定額が減額または交付されなくな
る生産者であって、事業開始（４月30
日）から10月30日までの間に、次期作に
向けて、新たに機械・施設の整備や、資
材等の購入又は発注を行った生産者を対
象に、減額分を上限として支援。

②需要促進に取り組む高収益作物の生産
者に対し、新たな品種の導入や新たな販
売契約に向けた取組を支援

③花きや茶等の高品質なものを厳選して
出荷する取組を支援

※１ 政府の用意するセーフティネット
への加入を検討する生産者を支援

支援対象：生産者
補助率：
①５万円/10a ※２

施設花き等：80万円/10a
施設果樹：25万円/10a

②取組毎に２万円/10a ※２
③2,200円/人・日（作業従事者

１人につき90日まで）
※２ 中山間地域等では支援単価

を１割加算

事業実施主体：協議会等

（野菜等）生産局園芸作物課
TEL：03-6738-7423
（花き）生産局園芸作物課
TEL：03-6738-6162
（茶）生産局地域対策官
TEL：03-6744-2117

外国人材の不足を
補う代替人材によ
る援農の掛かり増
し経費を支援

【農業労働力確保緊急支援事業】
農業経験者等の代替人材が援農する際

の掛かり増し経費等を支援

支援対象：経営体等
補助率：定額
事業実施主体：全国農業会議所

経営局就農・女性課
TEL：03-3502-6469

外国人材の不足を
補う代替人材の募
集を支援

【農業労働力確保緊急支援事業】
人材を集めるために農業経営体や地域

のＪＡ等が取り組む、情報発信等に必要
な経費を支援

支援対象：経営体等
補助率：対象経費の1/2
事業実施主体：全国農業会議所

事業者毎の支援策

もっと知りたい

もっと知りたい

紹 介 動 画

実施要綱・要領

紹 介 動 画

実施要綱・要領

https://www.maff.go.jp/j/seisan/ryutu/engei/jikisaku.html
http://www.maff.go.jp/j/new_farmer/roudouryokukinkyukakuho/roudouryokukinkyukakuho.html
https://www.youtube.com/watch?v=MtxMJKgXA0s
http://www.maff.go.jp/j/new_farmer/roudouryokukinkyukakuho/attach/pdf/roudouryokukinkyukakuho-3.pdf
http://www.maff.go.jp/j/budget/r2hosei.html#%E9%87%8E%E8%8F%9C%E3%83%BB%E8%8A%B1%E3%81%8D%E3%83%BB%E6%9E%9C%E6%A8%B9%E3%83%BB%E8%8C%B6%E7%94%9F%E7%94%A3%E8%80%85
https://www.maff.go.jp/j/seisan/ryutu/engei/jikisaku.html


野菜・花き・果樹・茶生産者等が活用できる支援（３／６）

支援分野 支援の内容 支援対象等 担当及び問合せ先等

販売促進への支援 【国産農林水産物等販売促進緊急対策事
業】

インバウンドの減少や輸出の停滞等に
より、在庫の滞留等が生じている野菜・
果実・茶・花きについて、インターネッ
ト販売を行う際の送料等を支援

支援対象：生産者、民間団体等
補助率：定額
事業実施主体：民間団体等

（事業全般）大臣官房政策課
TEL：03-6744-2089

（野菜・果実）生産局園芸作
物課
TEL：03-3502-5958
（茶）生産局地域対策官
TEL：03-6744-2117
（花き）生産局園芸作物課
TEL：03-6738-6162

農業法人等が行う
新規就業者への実
践研修等を支援

【農の雇用事業】※令和２年当初予算
49歳以下の就農希望者を新たに正社員

として雇用する際の実践研修費等を助成

支援対象：経営体
補助率：定額
事業実施主体：全国農業会議所

経営局就農・女性課
TEL：03-6744-2162

研修機関が行うシ
ニア世代の就農希
望者への研修等を
支援

【シニア世代の新規就農に向けた農業
研修支援事業】※令和元年度補正予算
※申請の受付は終了しました

研修機関が行う50代の就農希望者に
対する新規就農に向けた技術習得のた
めの研修費用等を助成

支援対象：研修機関
補助率：定額
事業実施主体：全国農業会議所

経営局就農・女性課
TEL：03-6744-2162

花きの需要喚起 【公共施設等における花きの活用拡大
支援事業】
※申請の受付は終了しました
空港、駅、学校、企業等における花き

の活用拡大を通じた需要喚起の取組を支援

支援対象：民間団体
補助率：定額、対象経費の1/2
事業実施主体：民間団体

生産局園芸作物課
TEL：03-6738-6162

野菜等の生産、集
出荷貯蔵、加工に
必要な施設整備・
改修等を支援

【国産農畜産物供給力強靱化対策】
産地と実需者が連携した輸入から国

産への切り替え、継続的・安定的な供
給に必要な共同利用施設の整備等を支援

支援対象：事業実施主体
補助率：事業費の1/2
事業実施主体：都道府県、市町村、
農業者の組織する団体等

生産局総務課生産推進室
TEL：03-3502-5945

事業者毎の支援策

もっと知りたい

もっと知りたい

もっと知りたい

もっと知りたい 実施要綱・要領

紹 介 動 画

紹 介 動 画

もっと知りたい

紹 介 動 画

もっと知りたい（詳細）

実施要綱・要領

https://www.be-farmer.jp/nounokoyou/original/
https://www.be-farmer.jp/service/senior/
https://www.maff.go.jp/j/seisan/kaki/flower/index.html
https://www.maff.go.jp/j/seisan/suisin/tuyoi_nougyou/kokusankyouzinka.html
https://www.maff.go.jp/j/seisan/suisin/tuyoi_nougyou/t_tuti/rewa2/2020tuyonou.html
https://www.youtube.com/watch?v=dYDLXsCsUgo
https://www.youtube.com/watch?v=VLoCvjnTuRM
https://www.maff.go.jp/j/budget/attach/pdf/r2hosei-23.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=3_Ua5e_n828
https://www.maff.go.jp/j/kanbo/hanbaisokushin/hansoku.html
https://www.maff.go.jp/j/kanbo/hanbaisokushin/hansoku.html
https://www.maff.go.jp/j/kanbo/hanbaisokushin/hansoku.html#%E9%96%A2%E4%BF%82%E9%80%9A%E7%9F%A5


野菜・花き・果樹・茶生産者等が活用できる支援（４／６）

支援分野 支援の内容 支援対象等 担当及び問合せ先等

金融支援 農林漁業セーフティネット資金等の
経営維持・再建に必要な資金の実質無
利子化・無担保化等を措置

支援対象：農業者、集落営農組織
融資機関：日本政策金融公庫、農協
等民間金融機関等

経営局金融調整課
TEL：03-3501-3726

売り先がなくなっ
た農林水産物・食
品の有効活用を支
援

【未利用食品活用緊急促進事業のうち
フードバンク活用の促進対策及び再生
利用の促進対策】

※令和２年12月28日で募集終了
（１）フードバンク活用の促進対策

①未利用食品をフードバンクに寄附
する際の輸配送費

②フードバンクの受入能力向上に必
要となる一時保管用倉庫、運搬用
車両等の賃借料

（２）再生利用の促進対策
未利用食品を再生利用する際に必要

となる輸配送費及び再生利用事業者に
対して支払う再生利用に係る処理費

補助率：定額

主な支援対象
（１）
①食品関連事業者、農林漁業者、
都道府県・市町村、民間事業者等

・車両の庸車により行うもの
（常温：7,000円/トン以内、
冷凍・冷蔵：8,400円/トン以内）

・小口配送便等により行うもの
（常温：70円/kg以内、
冷凍・冷蔵：130円/kg以内）

②フードバンク

（２）
食品関連事業者、農林漁業者、
都道府県・市町村、民間事業者等

・輸送費（7,000円/トン以内）
・再生利用に係る処理費（32円/kg
以内）

食料産業局バイオマス循環資
源課
TEL：03-6744-2066

事業者毎の支援策

もっと知りたい 実施要綱・要領

紹 介 動 画

食品関連事業者
等向けちらし

フードバンク
向けちらし

紹 介 動 画もっと知りたい

https://www.maff.go.jp/j/shokusan/recycle/syoku_loss/foodbank.html
https://www.maff.go.jp/j/supply/hozyo/shokusan/200529_1.html
https://www.youtube.com/watch?v=_dnrtr7KHas
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/recycle/syoku_loss/attach/pdf/foodbank-43.pdf
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/recycle/syoku_loss/attach/pdf/foodbank-45.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=YKXp50xWN_c
https://www.maff.go.jp/j/keiei/kinyu/attach/pdf/index-36.pdf


野菜・花き・果樹・茶生産者等が活用できる支援（５／６）

支援分野 支援の内容 支援対象等 担当及び問合せ先等

持続化給付金 中堅企業、中小企業、小規模事業者、
フリーランスを含む個人事業者等、そ
の他各種法人でひと月の売上が前年同
月比50%以上減少している事業者

法人は200万円以内、個人事業者は
100万円以内を支給。

経済産業省
中小企業金融・給付金相談窓口
TEL：0570-78-3183

【個人向け】 【法人向け】

【申請ページ】

事業者毎の支援策

紹 介 動 画
（基本情報編）

農林漁業者向け
パンフレット

紹 介 動 画

申 請 要 領

紹 介 動 画

申 請 要 領

申請ページ

もっと知りたい

https://www.youtube.com/watch?v=r2h035U4lcI&feature=youtu.be
https://www.maff.go.jp/j/saigai/n_coronavirus/benefit.html
https://www.youtube.com/watch?v=BPP1ghUEBaM&feature=youtu.be
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin_kojin.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=1929nWUWiIs&feature=youtu.be
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin_chusho.pdf
https://www.jizokuka-kyufu.jp/
https://www.meti.go.jp/covid-19/jizokuka-kyufukin.html


野菜・花き・果樹・茶生産者等が活用できる支援（６／６）

支援分野 支援の内容 支援対象等 担当及び問合せ先等

雇用調整助成金 【雇用調整助成金（制度概要）】
景気変動などの経済上の理由により、事業縮小

を余儀なくされた事業主が、休業、教育訓練、又
は出向により、労働者の雇用の維持を図った場合
に、休業手当、賃金等の一部を助成する制度

【令和2年1月24日から令和2年7月23日までの休業
等について適用】
（１）休業等計画届の提出が不要
（２）最近３か月の雇用指標が対前年

比で増加していても助成対象
（３）事業所設置後1年未満の事業主

についても助成対象
※さらに緊急対応期間（令和2年4月1日から令和2
年12月31日まで）の休業等については下記も適用
（緊急対応期間については、令和3年2月末まで延
長予定）
（４）生産指標の確認対象期間を３か

月から１か月に短縮し、前月と対前
年同月比を10％から5％減少に緩和

（５）週20時間未満の雇用保険被保険者
でない労働者（パート、アルバイ
ト（学生も含む）等）も助成の対象

（６）支給日数（100日）とは別に活用
可能

【緊急対応期間（令和2年4月1日から令和2
年12月31日（令和3年2月末まで延長予
定））までの休業等に適用される助成率・
加算額】

○休業手当に対する助成
➣中小企業 4/5、
➣大企業 2/3

○解雇等を行わない場合に助成率
の上乗せ
➣中小企業 10/10、
➣大企業 3/4 など

※１日当たり助成額上限 15,000円

○教育訓練をした場合
➣中小企業 2,400円/日加算
➣大企業 1,800円/日加算

最寄りの都道府県労働局・ハロー
ワークまたは学校等休業助成金・支
援金、雇用調整助成金、個人向け緊
急小口資金
TEL：0120-60-3999

雇用保険、労災保険暫定任意適用事
業所によって未加入が認められてい
る事業所の場合、厚生労働省への申
請に先立ち、農政局等が発行する
「農業等個人事業所に係る証明書」
が必要。
＜提出先はこちらから＞

※オンラインでの申請も可能

小学校休業等対応
助成金

【小学校休業等対応助成金】
臨時休業等した小学校等に通う子どもの世話が

必要となった保護者である労働者に対し、有給
（賃金全額支給）の休暇（労働基準法上の年次有
給休暇を除く）を取得させた事業主に対して助成。
（令和2年2月27日から令和2年12月31日までの有給
休暇に適用）
※適用期間は、令和3年2月末まで延長予定

支給額：休暇中に支払った賃金相当額 ×
10/10

(令和2年2月27日から3月31日までの有給休暇)
・１日当たり助成額上限：8,330円

(令和2年4月1日から12月31日（令和3年2月末ま
で延長予定）までの有給休暇)
・１日当たり助成額上限：15,000円

学校等休業助成金・支援金、雇用調
整助成金コールセンター
TEL：0120-60-3999
受付時間9:00～21:00
（土日、祝日含む）

雇用保険、労災保険暫定任意適用事
業所のうち未加入の事業所の場合、
厚生労働省への申請に先立ち、農政
局等が発行する「農業等個人事業所
に係る証明書」が必要。

事業者毎の支援策

もっと知りたい

もっと知りたい

厚生労働省
プレスリリース

厚生労働省
プレスリリース

https://www.maff.go.jp/j/keiei/nougyou_jinzaiikusei_kakuho/singatakoronataiou/attach/pdf/kinnkyuutokuteitiiki-12.pdf
https://www.maff.go.jp/j/keiei/nougyou_jinzaiikusei_kakuho/singatakoronataiou/kinnkyuutokuteitiiki.html
https://www.maff.go.jp/j/keiei/nougyou_jinzaiikusei_kakuho/singatakoronataiou/syougakkoukyuukou.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/press1401_202005061030_00004.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11844.html

